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   君津市議会基本条例 

 

（前文） 

私たちのまち君津市は、君津町、小糸町、清和村、小櫃村、上

総町の５箇町村の合併を経て、新市建設の気運の高まりのなかで、

昭和４６年９月に産声を上げた。豊かな自然のなかで、農林漁業

を営む中で形成されたコミュニティを中心としたまちは、沿岸部

の鉄鋼関連企業の進出に伴って、日本各地から多くの人々が集い、

全国に開かれた鉄のまちへと変貌を遂げた。 

しかし、近年の我が国における人口減少や少子高齢化の波は私

たちのまちにも押し寄せ、人々の価値観の変化などとともに地域

コミュニティの希薄化が進行した。また、市制施行直後から積極

的に建設が進められた公共インフラの老朽化も進み、学校や公共

施設の統合など、これまで経験したことのない事態が新たな課題

として私たちの前に立ち現れている。市民の理解を得、市民の英

知を結集し、未来志向の建設的な政策提言を行うべき議会の役割

はますます大きく、かつ、重くなっている。 

このような環境の変化の中で、君津市議会は、議会の活性化と

開かれた議会を目指し、情報発信や政策提言を行いながら議会改

革に取り組んできた。 

今、私たちに求められているのは、二元代表制の一翼を担う機

関として、市長その他の執行機関と緊張関係を保ちながら自己研

鑽に努め、市民との活発な意見交換を図り、議員間の自由討議を

進め、合議機関としての機能をより一層発揮していくことである。 

私たちの考える二元代表制とは、国政とは異なり、執行機関と

しての市長と議事機関としての議会が共に市民を代表する機関と

して、それぞれが代表としての役割を果たすことにより、住民自

治を推進し、市民福祉の増進を図ろうとする仕組みである。 

ここに、君津市議会は、議会及び議員が果たすべき役割とそれ

を果たすための仕組みを明らかにし、市民の間に存する多様な意

見を的確に議会運営に反映させることにより、もって市民福祉の

増進と市勢発展を目指すことを決意する。 

君津市議会は、この決意を将来にわたり実行していくために不

断の努力をしていくことを誓い、君津市議会基本条例を制定する。 
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【解説】 

 前文では、君津市議会は、本市の歴史や環境の変化、または

社会情勢の変化を踏まえ、市が抱える課題を解決し、もって市

民福祉の増進と市勢発展を目指すこと、また、実行していくた

めに弛まぬ努力をしていくことを決意し、市民に対して約束し

ています。  
そのために、従来からの取り組みに加え、今後、自らが果た

すべき役割とそのための仕組みを新たに定めた本条例を制定す

ることを宣言しています。  

 

 （目的）   

第１条  この条例は、市民を代表する機関としての市議会がその

目指すべき理念を掲げ、併せて市民福祉の増進を図るために果

たすべき役割と任務を明らかにし、もって君津市民の意見、要

望 、願いを 真摯に汲
く

み 取った、 市民  本 位の市政 運営の実 現に

寄与することを目的とする。 

【解説】 

 君津 市議 会基本条 例を 制定 する目的 は、 市議 会が君津 市民 の

民 意を 真摯 に汲み取 るこ とに より、市 民本 位の 市政運営 の実 現

を 図る こと です。そ の目 的を 達成する ため に、 条例では 、市 議

会 が果 たす べき役割 と任 務、 及びその 目指 すべ き理念を 定め て

います。  

 
 （市議会の役割等） 

第２条  市議会は、市民の負託を受けた議事機関として、二元代

表 制 の 下 に 市 長 と と も に 市 民 を 代 表 し て 市 の 公 の 意 思 の 形 成

を図り、また、執行機関の行政運営を監視し、より合理的で効

率的な 市政 運 営を実 現 し 、市 民 福祉の 増 進 を図 る 役割を 担 う 。 

２  市議会は、市民の中に存する多様な意見に耳を傾け、市民の

意 見 が 議 会 の 会 議 の 中 に よ り よ く 取 り 上 げ ら れ る よ う 意 を 用

いるものとし、現に解決することが必要な市政上の課題につい

て適切に選択し、市の施策として具現化するよう提言等に努め

なければならない。  

３  市議会の諸活動は、何人に対しても公平であることを旨とし、
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かつ、その内容及び過程が市民にとって明らかであるよう努め

なければならない。  

【解説】 

 市議 会の 役割等と して 、第 １項に市 民の 負託 を受けた 市議 会

の 役割 、第 ２項に議 会と して の役割を 担う ため の手段、 第３ 項

に 議会 活動 における 公平 ・透 明性につ いて 総則 的に定め てい ま

す。  
 第１ 項に ついては 、二 元代 表制とい うこ とを 明示して 、市 長

と とも に市 民を代表 する 旨を 明示して いま す。 その上で 、市 の

統一した意思を形成していくということと、執行機関を監視し、

よ り合 理的 で効率的 な市 政運 営を実現 し、 市民 福祉の増 進を 図

ることを、市議会の役割として定めています。  
第 ２項 につ いて は、 市民 の意 見に 耳を 傾け 、解 決す べき 課 題

を 選択 し、 施策とし て具 現化 する提言 を行 うこ ととする など 、

第１項中の公の意思形成を図る手段について定めています。  
第 ３項 につ いて は、 公平 であ って 市民 にわ かり やす い明 確 な

形で議会活動を行う責務を定めています。  

 
 （定例会の回数等） 

第３条  市議会の定例会の回数を定める条例は、市民に身近な議

会を実現し、柔軟な議会運営を可能にする観点に立って定めら

れなければならない。 

２  市議会は、市政における重要案件に対し、迅速に、かつ、弾

力的に対応するため、臨時会の活用について配慮するものとす

る。この場合において、会議に付すべき事件については、議決

事件に限るものではなく、長等の報告を求め、討議又は質問等

を行うことを目的とするものであることを妨げない。 

【解説】 

 君津 市議 会定例会 の回 数を 定める条 例が 別に あります が、 そ

れを定めるにあたって基本的な考え方、根拠を示すものです。  
 第１ 項に ついては 、地 方制 度調査会 が「 地方 自治法改 正案 に

関する意見」（平成２３年１２月１５日）において言及した、地

方議会の会期の考え方を踏まえています。  
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 第２ 項に ついては 、専 決処 分などの 対応 を極 力避け、 弾力 的

にやるために臨時会の積極的な活用について示しています。  

 
 （議員の責務） 

第４条  第２条に定める市議会の役割を全うするため、議員は、

政 策 形 成 の た め の 調 査 研 究 活 動 及 び 市 民 の 意 思 を 把 握 す る た

めの諸活動等に努め、議会における審議・討論に反映させるよ

う努めなければならない。 

２  議員の諸活動は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、

かつ、 議員 と しての 品 格 を保 持 したも の で なけ れ ばなら な い 。 

【解説】 

第 １項 につ いて は、 第２ 条の 役割 を果 たす にあ たっ ての 議 員

個人としての活動の原則や基本的姿勢を定めています。  
第 ２項 につ いて は、 議員 の諸 活動 は、 法令 及び 条例 、規 則 等

を遵守するものとし、議員としての品格を保持する旨を記して、

法令遵守及び政治倫理について定めています。  

 

 （議員定数等） 

第５条  議員の定数を定める条例は、人口規模が同等である他の

地方公共団体の状況を基本とし、市域の広狭、合併の経緯並び

に市内の各地区における社会、経済及び文化的な諸状況を勘案

した上で、市民の各層の民意が的確に反映されると認められる

ことを旨として定められなければならない。 

２  市議会は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法

律（平成３０年法律第２８号）の基本原則にのっとり、地方公

共団体の責務を果たすことに努めるものとする。 

【解説】 

 第１ 項に ついては 、議 員定 数につい ては 、人 口規模だ けで な

く 、旧 町村 の合併や 広域 的な 市域を有 して いる ことなど 本市 の

独 自性 にも 考慮しつ つ、 民意 が反映さ れた 適正 な定数を 定め る

必 要性 をこ の条例で 規定 し、 定数条例 に反 映し ていく旨 を定 め

ています。  
 第２ 項に ついては 、平 成３ ０年５月 ２３ 日公 布・施行 され た
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政 治分 野に おける男 女共 同参 画の推進 に関 する 法律の基 本原 則

に のっ とり 、地方公 共団 体の 議事機関 とし て、 その責務 （実 態

の 調査 及び 情報収集 等、 啓発 活動、環 境整 備、 人材の育 成等 ）

を果たすよう努める旨を定めています。  

 
 （情報の公開等）  

第６条  市議会の保有する情報は、市議会の諸活動を市民に説明

する責務を全うする見地から、君津市情報公開条例（平成１６

年君津市条例第１号）による開示を行うことはもとより、会議

の公開等についても積極的に行うものとする。 

２  市議会は、前項の規定による申請に基づく情報の開示に止ま

らず、市民に必要又は有益と思われる情報については積極的に

適切な情報媒体を作成し、市民に情報提供するように努めなけ

ればならない。 

３  市議会は、市政における重要な課題について市民の意見を直

接に聴取する必要があると認める場合は、課題についての市民

説明会及び意見交換会を開くことができる。この場合において、

その開催方法等については、別に定める。 

【解説】 

 情報公開、会議の公開について定めた条文です。  
第 １項 につ いて は、 第２ 条第 ３項 の規 定を 受け 、情 報公 開 条

例 に基 づき 開示をす る情 報に 加え、会 議の 公開 等につい ても 積

極的に行うことを規定しています。  
第 ２項 につ いて は、 前項 に加 え、 市民 に必 要又 は有 益と 思 わ

れ る情 報に ついては 、適 切な 情報媒体 を作 成し て、市民 に対 し

情報提供に努める旨を規定しています。  
 第３ 項に ついては 、市 民参 加を図る こと を趣 旨として 、議 会

が 市民 に対 して説明 する 機会 や、市民 の意 見等 を聴取す る場 を

設 ける こと ができる 旨を 定め ています 。そ の手 法につい ては 、

今 後、 どう いうやり 方が 最も 効率的か つ効 果的 なのか調 査研 究

を要することから、別途定める旨を定めています。  

 
 （請願及び陳情）  

第７条  市議会は、請願及び陳情（以下この条及び第１２条にお
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い て 「 請願 等 」とい う 。）に つ いて、 民 意 を広 く 行政に 反 映 さ

せるために極めて重要な機会であることを認識し、真摯に対応

しなければならない。 

２  請願等を審査する常任委員会及び議会運営委員会は、必要が

あると認めるときは、その請願者等に請願等の趣旨につき、委

員会において陳述する機会を与えることができる。 

３  請願等の取扱いに関する手続については、第１項の趣旨にの

っとり、別に定める。 

【解説】 

 請願 ・陳 情の位置 づけ と提 案者の意 見陳 述機 会の確保 につ い

て定めています。  
 第１ 項に ついては 、請 願等 に対する 市議 会の 誠実対応 義務 を

定めています。  
第 ２項 につ いて は、 請願 者等 が委 員会 でみ ずか ら思 いを 述 べ

る 機会 を確 保できる 旨を 定め ています 。こ の場 合におい て、 陳

述 する 場は 、委員長 判断 によ り、委員 会の 会議 又は委員 会協 議

会とすることができるものとします。  
第 ３項 につ いて は、 請願 等の 取扱 いに 関す る手 続き に関 し て

別 で定 める としてい ます 。こ れについ ては 、君 津市議会 運営 委

員会内規第３条に規定しています。  

 
 （執行機関に対する政策提言） 

第８条  議員は、市政に関し対処しなければならない課題がある

と認識した場合においては、別に定めるところにより、その課

題に対処すべき施策の案の大綱を添えて、執行機関に提言する

ことができる。 

２  前項の提言は、議員の定数の４分の１以上の者の賛成がなけ

ればならない。 

３  執行機関は、第１項の政策提言があったときには、その提言

について真摯かつ誠実に対応しなければならない。 

【解説】 

 政策立案及び政策提言について定めています。  
 条文 の趣 旨は、提 言す る主 体として 、議 会で はなくて 、議 員
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が 提言 でき るとして いま す。 ただし、 １人 でも できるこ とに な

る と、 濫用 の恐れが ある ので 、一定程 度以 上の 賛同者を 得て 提

言ができることとしています。  
 また、第１項中「施策の案の大綱を添えて、」を入れることに

よ り、 ただ の要望で はな く、 具体的な 内容 であ ることを 求め る

と とも に、 それを議 員同 士で 討議し、 作っ てい こうとい う気 運

の上昇も期待するものになります。  
 第３ 項で は、執行 機関 は政 策提言が あっ たと きには、 真摯 か

つ誠実に対応する義務について定めています。これについては、

既 に実 施し ている議 会と して の政策提 言に 比べ 、議員個 人の 政

策提言が軽視されることがないよう規定するものになります。  
 ここ でい う「真摯 かつ 誠実 に対応」 とい う表 現につい ては 、

第１項に規定のない提言等（予算要望など）に対して、「真摯か

つ 誠実 」に 取り組ま なく てよ いなどと 、対 応に 差を設け るこ と

を意図しているものではありません。  
 また 、必 ずしも、 執行 機関 は、政策 提言 の内 容を実現 させ な

け れ ば い け な い と い う こ と を 意 味 し て い る わ け で は あ り ま せ

ん 。執 行機 関は、提 言を 受け 、検討し た結 果、 結果的に それ が

実 現に 至ら なかった 場合 にお いても、 その 検討 過程にお いて 真

摯 かつ 誠実 に取り組 んで おり 、そのこ とに つい て言葉を 尽く し

て 説明 し、 理解を得 るこ とが 重要であ ると いう ことが、 本項 の

趣旨になります。  

 
 （市政の執行に対する議会の監視権） 

第９条  市議会は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。次条

第２項及び第１１条において「法」という。）に定める議決権、

検査権、監査請求権、調査権その他の市議会に法令上付与され

た権限を適切かつ効果的に行使し、市の事務が最少の経費で最

大の効果を挙げるものであるか、民意に沿うものであるか等に

留意し、真に効果的な執行が行われているかどうかについて監

視機能を発揮しなければならない。 

２  前項の監視機能を全うするため、議員は、各自が緊張感を持

ってそれぞれの職分を尽くすよう努力しなければならない。 



- 8 - 

【解説】 

 市議 会と 市長との 関係 につ いて、第 １項 では 、市議会 の監 視

機 能に つい て、第２ 項で は、 前項の目 的を 果た すため、 緊張 感

を保持して職分を尽くす旨を定めています。  

 
 （政策形成過程の説明等） 

第１０条  市議会は、別に定めるところにより、議決に付すべき

議 案 及 び そ の 他 の 市 政 に 係 る 事 務 で 重 要 と 認 め る も の に つ い

て、執行機関の説明をあらかじめ求めることができる。  

２  議員又は会派（第１３条第１項に規定する会派をいう。）は、

法 第 １ ２２ 条 及び第 ２ ３ ３条 第 ５項に 定 め る説 明 書類の ほ か 、

予 算 の 議 決 及 び 決 算 の 認 定 に 係 る 審 議 に 必 要 と 認 め ら れ る 資

料及び執行機関の説明をあらかじめ求めることができる。 

【解説】 

 第１ 項に ついては 、地 方自 治法の規 定に 基づ く資料提 出に 加

え て、 市議 会が重要 と認 める 議案及び 市政 にか かる事務 につ い

て 、市 議会 として政 策形 成過 程の説明 を求 める ことがで きる こ

とを定めています。  
 第２ 項に ついては 、前 項の 市議会が 説明 を求 めること がで き

る規定に加え、予算及び決算に限って、議員又は会派単位でも、

資料及び説明を求めることができる旨を定めています。  
 第１ 項、 第２項と も、 説明 や資料要 求に つい て、形式 にの っ

と っ て 執 行 機 関 に 求 め る よ う ル ー ル を 定 め る こ と が 趣 旨 で あ

り 、そ の時 々の一議 員の やり とりにつ いて 定め たもので はあ り

ま せん 。本 条文の規 定に 則っ た運用を 図る こと により、 市議 会

と 執 行 機 関 の 紳 士 的 で 秩 序 だ っ た 関 係 性 が 構 築 で き る と と も

に 、会 派内 で必要な 資料 に関 する政策 討議 の充 実などを 期待 し

ているものになります。  

 
 （質問趣旨等の確認） 

第１１条  法第１２１条第１項の規定により議長から出席を求め

ら れ た 説明 員 （第１ ５ 条 第１ 項 におい て 「 説明 員 」とい う 。）

は、議員の質問の趣旨が不明瞭な場合、法令の解釈を誤ってい
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ると思われる場合等において、議論の内容を充実させ、及び議

論を円滑に進行させるため、当該議員に対し、別に定めるとこ

ろにより質問の趣旨等を確認することができる。 

２  前項の確認は、その都度、議長又は委員長の許可を得て行わ

なければならない。  

【解説】 

 会議 にお ける、市 議会 と執 行機関と の議 論の 内容の充 実、 円

滑な進行、もって市民が理解しやすい議会とすることを目的に、

執 行機 関の 説明員か ら議 員に 対して、 質問 の趣 旨を確認 でき る

権利を定めるものです。  
 第１ 項で はその権 利の 趣旨 を定める とと もに 、質問の 趣旨 を

確 認で きる 内容及び 手続 き方 法につい て、 詳細 を別に定 める と

しています。第２項では確認の手続き方法を定めています。  

 
 （議員間討議） 

第１２条  市議会は、市の事務に関する調査並びに議案及び請願

等に係る審査に当たり、議員間に見解の相違があると認められ

るときは、議員間における討議を行う場を設けることができる。 

２  前項の討議を行うに当たっては、市議会としての統一的な意

思 形 成 を 図 る こ と を 目 的 と し て 建 設 的 な 議 論 を 交 わ す こ と に

努めることとし、かつ、市民にとって論点をわかりやすく提示

するよう努めなければならない。 

３  議員間討議の討議者の指名、討議の時間、方法その他実施に

関し必要な事項は、別に定める。 

【解説】 

 市議 会と して、議 員同 士の 統一的な 意思 形成 を図るこ とを 目

的 に、 建設 的な意見 交換 （討 議）がで きる 場の 設置、ま た、 そ

の方法について定めたものです。また、討議は本会議、委員会、

全員協議会などあらゆる場面での活用を想定しています。  

 
 （会派） 

第１３条  議員は、会派（政治的信条等を同じくする議員の任意

の集合体をいう。）を結成することができる。 

２  会派は、それぞれ代表者を選定し、政策立案、政策決定、政
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策提言等について他の会派の代表者と協議、調整を図り、統一

的な意思形成を図る場を設けることができる。 

３  議員は、会派を結成しないことの故をもって不当に取り扱わ

れることはない。 

【解説】 

 会派については、政務活動費に関する 100 条の規定以外に法

律 等で 明文 化されて いな いこ とから、 会派 の結 成及び活 動並 び

に 会派 間の 調整につ いて も規 定し、統 一的 な意 思形成を 図る 場

と して の意 味合いを 持た せる など、こ の条 例を 根拠規定 とし て

定めるものです。  
 第１ 項に ついては 、会 派を 「政治的 信条 等を 同じくす る議 員

の任意の集合体」として定義付けるものになります。  
第 ２項 につ いて は、 会派 とい う団 体を つく って 、一 人ひ と り

のやりとりではなくて、同じ志を持った人が代表者を選定して、

会 派の 代表 者同士で 、会 派間 の意思形 成を 図っ ていける 権利 を

定めています。  
第 ３項 につ いて は、 会派 を構 成し ない 議員 は、 会派 を結 成 し

て いな いた め、前項 のよ うな 場には当 然参 加は できず、 会派 間

の 意思 形成 に参加す るこ とは できない もの の、 それによ って 会

派 にの み資 料や情報 が提 供さ れるなど 、不 当に は扱われ ない 旨

を規定しています。  

 
 （委員会） 

第１４条  常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会は、行政

が多様化、複雑化していることに伴い、その所管事項について

審査の徹底を図り、会議の能率的な議事運営に資するよう努め

なければならない。  

２  各委員会は、必要に応じて公聴会を開き、参考人の出頭を求

める等 の方 法 により 、 調 査又 は 審査の 充 実 を図 る ものと す る 。 

３  常任委員会は、その部門に属する市の事務に関する調査を積

極的に行うことに努め、各委員会は議会の議決すべき事件のう

ち そ の 部 門 に 属 す る 市 の 事 務 に 関 す る も の に つ い て の 議 案 提

出権を適時適切に行使するよう努めるものとする。 
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【解説】 

 委員 会に ついては 、地 方自 治法や委 員会 条例 で十分規 定さ れ

ているものの、本市議会としては、委員会中心主義の立場から、

そ の活 動を 重視し、 活用 を十 分に図っ てい きた いと考え てい ま

す 。そ のた め、本条 文は 、委 員会の意 義や 役割 、委員会 とし て

の 議案 の提 出も含め 、積 極的 かつ適切 な委 員会 運営につ いて 規

定 し、 委員 会運営の 詳細 を規 定してい る委 員会 条例の指 針と な

るよう定めたものです。  
第１項については、本会議の能率的な議事運営に資するため、

委 員会 で十 分審査を 尽く すこ とが必要 であ るこ とを趣旨 に定 め

たものです。  
第 ２項 及び 第３ 項に つい ては 、前 項を 受け 、そ の調 査又 は 審

査 の充 実を 図るため の手 段及 び、有す る権 利の 適切な活 用に つ

いて定めています。  

 

 （予算決算に関する委員会審査） 

第１５条  予算及び決算を審査する委員会は、市政におけるその

重要性に鑑み、説明員に対する質疑の充実を図り、市民にとっ

てわかりやすい論点形成に努めるものとする。 

２  決算を審査する委員会は、審査における委員会の意見を集約

するに当たっては、各委員が意見を述べる場を設けなければな

らない。 

３  予算を審査する委員会は、前年度における決算審査における

意見を踏まえ、翌年度の予算審査に十分活かしていくよう努め

なければならない。  

【解説】 

 本条 では 、市政運 営を 左右 する予算 及び 決算 に関する 審議 に

つ いて 、そ の重要性 を強 く認 識してい る本 市議 会として 、そ の

審議の際の委員会運営に関する方針・考え方を規定しています。

具 体的 には 、決算審 査で は予 算の執行 結果 に対 して指摘 をし 、

予 算審 査で はその指 摘の 改善 状況や反 映状 況を 審査し、 決算 審

査 でま たそ の執行状 況を 審査 するとい った よう に、予算 と決 算

を 一体 的に 捉え、絶 え間 ない 一連のサ イク ルの 中で、議 会と し
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て監視機能を発揮していくことを趣旨として捉えています。  
 第１項では、予算・決算の両方の審査に共通する方針です。  
 第２ 項で は、決算 審査 の際 に、委員 会と して の意見を まと め

る 上で 、誰 かが決め るの では なく、各 委員 が意 見を述べ るこ と

が でき 、委 員全員で 決め るこ とができ るよ う、 調整する 場を 設

けなければならない旨を規定しています。  
 第３ 項で は、前項 の規 定に より、ま とめ た議 会として の意 見

の 予算 への 反映状況 を予 算審 査の際に 審査 して いく旨を 規定 し

ています。  

 
 （政務活動費） 

第１６条  政務活動費に関する条例は、政務活動費が本市の行政

の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他

市 民 福 祉 の 増 進 を 図 る た め に 必 要 な 活 動 に 要 す る 経 費 に 対 し

て交付するものであることに鑑み、その使途の範囲に十分留意

し、定められなければならない。この場合において、市議会は、

市民への説明責任を果たすため、その支出の透明性を高めてい

くよう努めるものとする。 

【解説】 

 地方 自治 法第１０ ０条 第１ ４項にお いて 、政 務活動費 につ い

て は条 例で 定めると ある こと から、公 平性 や透 明性の確 保、 目

的 に沿 った 使途の範 囲の 設定 等、条例 を定 める にあたっ て、 指

針となるよう定めたものです。  

 
 （議員研修） 

第１７条  市議会は、市民の代表機関としての機能を最大限発揮

するため、各議員の資質向上を図るための研修の場を積極的に

設けるものとする。  

２  各議員は、自主的な研修活動に取り組み、資質の向上に努め

るものとする。 

【解説】 

 市議 会と しての機 能を 最大 限発揮し 、市 民代 表として の役 割

を 果た すた めに、市 議会 とし て、また 、議 員個 人として 、研 修
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の充実及び資質向上に努めることを趣旨としています。  

 
 （議会活動予算の確保） 

第１８条  市長は、予算の調製に当たっては、議会活動の状況及

び予定について十分に聴取し、必要な議会活動に係る予算の確

保に配慮するものとする。 

２  市議会は、前項の予算の調製に当たっての市長に対する説明

に つ い ては 、 最少の 経 費 で最 大 の効果 を 挙 げる こ とを旨 と し 、

合理的な経費の算定をもって行わなければならない。 

【解説】 

 議会 活動 に必要な 予算 につ いては、 市長 は予 算調製に おい て

十 分に 市議 会の状況 を踏 まえ 、配慮す ると とも に、市議 会は 合

理 的な 経費 の算定を もっ て、 市長に対 して 説明 を果たす 義務 が

あることを定めています。  
 第１ 項は 市長側の 配慮 義務 、第２項 は自 治法 上の大原 則を 踏

まえ、議会側の配慮義務をそれぞれ定めています。  

 
 （議員報酬等） 

第１９条  議員報酬及び費用弁償に関する条例は、議員が通常活

動するための費用、市の社会・経済情勢及び他市の状況を勘案

し て 社 会 観 念 上 妥 当 で あ る 額 を 基 本 と し て 定 め ら れ な け れ ば

ならない。 

【解説】 

 報酬 等に ついては 、別 途議 会議員の 議員 報酬 及び費用 弁償 等

に 関す る条 例があり ます が、 本条文に おい て、 報酬等の 基本 的

な考え方を定めるものです。  

 
 （議会事務局） 

第２０条  市議会は、執行機関に対する監視機能及び公の意思形

成機能を発揮するため、議会事務局職員の調査能力、政策立案

能 力 、 法務 能 力等の 向 上 を図 る ための 措 置 を講 じ るとと も に 、

議会事 務局 の 組織及 び 運 営の 合 理化に 努 め なけ れ ばなら な い 。 
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【解説】 

 市議 会が その役割 を十 分に 発揮して いく ため に、議会 事務 局

機能の強化に努める旨を定めています。  

 
 （議会図書室） 

第２１条  市議会は、議会図書室について議員の調査研究に資す

るための資料の選択に留意し、必要な資料の確保に努めなけれ

ばならない。 

２  議会図書室は、市民が議会活動を理解する場として、また、

市 政 の 状 況 を 知 る 場 と し て の 意 義 を 踏 ま え た 運 用 に 努 め る も

のとする。 

【解説】 

 議員 の調 査研究に 役立 たせ るため、 また 、市 民が議会 活動 を

理 解す る場 として、 必要 な資 料の収集 など 、運 用を図っ てい く

旨を定めています。  

 
 （継続的な議会改革） 

第２２条  市議会は、市民からの議会に対する要望その他の意見

に耳を傾け、社会の各層から提示される議会改革についての提

案等を積極的に把握することに努め、市議会がよりよく市民の

代表機関としての機能を果たすことができるよう、不断の改革

に努めるものとする。 

【解説】 

 市議 会が 市民のた めに その 機能を十 分に 果た すため、 市民 を

は じめ 、市 議会に対 する あら ゆる意見 等に 注意 を払い、 柔軟 に

受 け入 れる ことによ って 、継 続的に改 善を 図っ ていく責 務を 定

めています。  

 
 （最高規範性） 

第２３条  この条例は、君津市における議会運営に関する最高規

範であり、議会運営に関する条例その他の規程は、この条例に

定める理念に従って制定され、運用されなければならない。 
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【解説】 

 この 条例 が、議会 の最 高規 範であり 、議 会に 関する条 例等 の

改 廃に つい ては、こ の条 例の 定める事 項に 基づ かなけれ ばな ら

ない旨を定めています。  

 
   附  則  

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。



 


